
　
こ
の
講
演
会
は
、
人
権
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
町
民
が
お
互

い
に
人
権
問
題
に
つ
い
て
理
解
と
認
識
を
深
め
合
い
、
差
別
の

な
い
明
る
く
住
み
よ
い
社
会
を
築
い
て
い
こ
う
と
開
催
さ
れ
て

い
る
も
の
で
す
。た
く
さ
ん
の
ご
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼�

日
時　
２
月
15
日
㈫

　
　
　
　
開
会
：
午
後
１
時
30
分
～　
受
付
：
午
後
１
時
～

▼
会
場　
利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー 

多
目
的
ホ
ー
ル

　
　
　
　
☎
68
‐
７
８
８
１

▼�

演
題　
ネ
ッ
ト
時
代
の
人
権
問
題　
～
ス
マ
ホ
利
用
の
低
年

齢
化
で
大
人
が
注
意
す
べ
き
こ
と
～

▼�

講
師　
吉
川　
誠
司　
氏

　
　
　
　
（
W
E
B
１
１
０
主
宰
）

　

１
９
９
６
年
に
W
E
B
１
１
０

を
開
設
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ネ
ッ

ト
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
に
対
応
す
る

と
と
も
に
被
害
予
防
の
た
め
の
情

報
発
信
や
講
演
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

警
察
庁
を
は
じ
め
数
多
く
の
政
府
系
研
究
会
の
委
員
も
務

め
、
ト
ラ
ブ
ル
相
談
の
最
前
線
に
い
る
立
場
か
ら
ネ
ッ
ト
の
健

全
化
に
向
け
て
提
言
し
て
き
た
。

▼
職
務
経
歴

〇 

警
察
庁
の
委
託
事
業
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
セ
ン
タ
ー　
セ
ン
タ
ー
長

〇 
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
（
I
P
A
）
の
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
安
心
相
談
窓
口
相
談
員

〇 
誹
謗
中
傷
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン　
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

〇 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
万
引
犯
罪
防
止
機
構　
個
人
情

報
保
護
推
進
室
次
長

▼
主
催　
利
根
町
・
利
根
町
教
育
委
員
会

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
役
場　
☎
68
‐
２
２
１
１

　
福
祉
課
（
内
線
１
２
２
）
／
学
校
教
育
課
（
内
線
４
０
５
）

※
入
場
は
無
料
で
、
一
部
手
話
通
訳
者
も
入
り
ま
す
。

※ 

著
作
権
の
関
係
で
、ビ
デ
オ
撮
影
や
録
音
は
お
断
り
い
た
し
ま
す
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
中
止
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

人
権
問
題
講
演
会
開
催
の
お
知
ら
せ

▼
開
催
日
時　
10
月
28
日
㈭

　
午
後
７
時
～
８
時
30
分

▼
場
所　
利
根
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
多
目
的
室

▼
会
議
内
容

⑴ 

住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
（
案
）
に
つ
い
て

⑵   

学
校
跡
地
利
活
用
に
対
す
る
意
見
等

に
つ
い
て

「
第
２
回
利
根
町
学
校
跡
地
利
活
用
検
討
委
員
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

　
今
回
の
会
議
で
は
、
前
回
の
会
議
で
実
施

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
住
民
ア
ン

ケ
ー
ト
に
つ
い
て
、
事
務
局
で
ア
ン
ケ
ー
ト

素
案
を
作
成
し
、
そ
れ
を
基
に
検
討
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
検
討
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
修

正
箇
所
が
指
摘
さ
れ
、
事
務
局
で
修
正
を

行
っ
た
後
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
前
回
の
会
議
後
、
今
回
の
会
議
開

催
ま
で
の
期
間
中
に
委
員
の
方
々
か
ら
提
出

さ
れ
た
学
校
跡
地
利
活
用
に
関
す
る
意
見
・

提
案
に
つ
い
て
、
事
務
局
で
資
料
と
し
て
ま

と
め
、
検
討
委
員
会
内
で
共
有
し
ま
し
た
。

　
町
で
は
、
町
内
の
小
学
校
が
一
つ
に
統
合

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、現
在
の
「
文
小
学
校
」

お
よ
び
「
文
間
小
学
校
」
に
つ
い
て
、「
利

根
町
学
校
跡
地
利
活
用
検
討
委
員
会
」
を
設

置
し
、
そ
の
学
校
跡
地
の
利
活
用
に
向
け
た

検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
度
、
第
２
回
目
の
会
議
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
会

議
の
詳
細
、
資
料
お
よ
び
議
事
録
に
つ
い
て

は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
後
は
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

等
を
踏
ま
え
、
事
務
局
で
活
用
案
を
検
討

し
、そ
れ
を
基
に
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、

さ
ら
に
検
討
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

　
第
３
回
目
の
会
議
は
令
和
４
年
２
月
中

旬
開
催
予
定
で
す
。

▼�

学
校
跡
地
利
活
用
に
関
す
る
意
見

な
ど
に
つ
い
て

　

学
校
跡
地
利
活
用
に
関
す
る
意

見
・
提
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
左
記

の
方
法
に
よ
り
、
政
策
企
画
課
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

【
意
見
な
ど
の
提
出
方
法
】

　
意
見
な
ど
を
記
載
し
た
書
面
を
郵

送
・
F
A
X
・
メ
ー
ル
・
窓
口
持
込

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。（
必
ず
住
所
・
氏
名
を
明

記
し
て
く
だ
さ
い
。）

※ 

電
話
や
口
頭
で
の
意
見
の
受
け
付

け
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　

提
出
い
た
だ
い
た
意
見
な
ど
は
、

今
後
の
検
討
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た

だ
く
ほ
か
、
検
討
委
員
会
内
で
共
有

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

（
提
出
者
の
氏
名
な
ど
に
つ
い
て
は

公
開
し
ま
せ
ん
）。

▼
問
い
合
わ
せ
先
・
事
務
局

　
政
策
企
画
課　
地
域
振
興
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
３
２
）

　
F
A
X
：
０
２
９
７
‐
68
‐
７
９
９
０

　

E-m
ail:chiiki@

tow
n.tone.lg.jp

健
康
第
一
‼

　
音
楽
に
合
わ
せ
て
楽
し
く
動
き
ま
し
ょ
う
！

▼�

日
時　
３
月
16
日
㈬　
午
後
２
時
～
３
時

▼�

講
師　
田
口　
葉
子　
氏

　
　
　
　
リ
ト
ミ
ッ
ク
研
究
セ
ン
タ
ー
認
定
講
師

▼�

定
員　
10
名
（
利
根
町
在
住
ま
た
は
在
勤
の
方
）

▼�

申
込
期
限　
２
月
17
日
㈭

※ 

応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
全
員
に
そ
の
結
果
を
通
知
い
た
し
ま
す
。

▼�

申
込
方
法

・
直
接
提
出
の
場
合

　
申
込
書
【
生
涯
学
習
課
、
利
根
町
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
、
利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー
に
用
意
し
て
あ
り
ま

す
】
に
記
入
し
、
84
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒

（
ご
本
人
の
住
所
・
氏
名
を
記
載
）
を
添
え
て
、
利

根
町
文
化
セ
ン
タ
ー
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
メ
ー
ル
で
の
申
込
の
場
合

　

bunka@
tow

n.tone.lg.jp

に
下
記
内
容
を
記

入
の
う
え
、
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

　
件
名
に
「
シ
ニ
ア
向
け
リ
ト
ミ
ッ
ク
講
座
申
込
」、

メ
ー
ル
本
文
に
氏
名
（
ふ
り
が
な
も
記
入
）・
住
所
・

電
話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

数
日
た
っ
て
も
返
信
が
な
い
場
合
は
、
お
手
数
で

す
が
電
話
に
て
ご
確
認
願
い
ま
す
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先

　
利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー　
☎
68
‐
７
８
８
１

シ
ニ
ア
向
け
リ
ト
ミ
ッ
ク
講
座
開
催

は
つ
ら
つ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

令
和
４
年
３
～
４
月
開
始
生
募
集
の
お
知
ら
せ

▼�

対
象
者　
65
歳
以
上
で
利
根
町
に
住
所
を
有
す
る

方
、
運
動
制
限
の
な
い
方

※ 

今
回
初
め
て
参
加
す
る
方
を
優
先
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す

▼�

申
込
方
法　
利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま

た
は
電
話
で
受
け
付
け
ま
す

▼
定
員　
10
名

▼�

申
込
受
付
日
時　
１
月
20
日
㈭
・
21
日
㈮　
午
前

９
時
～
午
後
５
時　

※ 

申
込
人
数
が
定
員
を
超
え
る
場
合
は
、
抽
選
（
１

月
25
日
㈫
／
午
後
１
時
30
分
）
と
な
り
、
利
用
決

定
し
た
方
へ
は
電
話
連
絡
い
た
し
ま
す
。

▼�

説
明
会
日
時
・
内
容　
２
月
10
日
㈭　
午
前
10
時

15
分
か
ら
（
１
時
間
30
分
程
度
）

　

 

利
用
申
請
書
の
記
入
／
体
力
測
定
、
機
器
の
利
用

説
明
／
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
開
始
日
の
決
定

は
つ
ら
つ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て

▼�

内
容　
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
っ
て
加
齢
に

よ
り
衰
え
や
す
い
筋
力
を
鍛
え
る
運
動

▼�

利
用
日
時

　
月
～
金
曜
日
の
午
前
中
（
各
40
分
～
50
分
程
度
）

　
①
午
前
９
時
10
分
～　
②
午
前
10
時
10
分
～

▼
利
用
回
数　
週
１
回
程
度
（
予
約
制
）

▼
利
用
期
間　
１
年
間

▼
利
用
料　
１
０
０
円
／
１
回

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
、
開

始
時
期
な
ど
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　
利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
い
き
が
い
支
援
係

　
☎
68
‐
８
２
９
１

保
険
年
金
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
‼

　
近
年
、
県
内
の
高
齢
者
宅
に
、
役
所
や

年
金
事
務
所
な
ど
の
職
員
を
装
っ
て
「
医

療
費
や
保
険
料
（
税
）
の
還
付
が
あ
り
ま

す
。」
な
ど
、
お
金
が
返
還
さ
れ
る
か
の

よ
う
に
偽
り
、
現
金
を
だ
ま
し
取
る
「
還

付
金
詐
欺
」の
電
話
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

▼
犯
罪
の
手
口

　

役
所
や
年
金
事
務
所
、

税
務
署
な
ど
の
公
共
機
関

を
装
っ
て
電
話
を
か
け

「
税
金
や
医
療
費
な
ど
を

返
還
し
ま
す
」、「
還
付
金
が
あ
り
ま
す
」、

「
後
ほ
ど
銀
行
か
ら
連
絡
が
あ
り
ま
す
」

な
ど
と
言
っ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預

払
機
）
に
誘
導
し
、
言
葉
巧
み
に
操
作
を

指
示
し
て
、
お
金
を
振
り
込
ま
せ
ま
す
。

▼
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
！

　
役
所
や
年
金
事
務
所
な
ど
で
は
、
還
付

す
る
際
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
操
作
を
求
め
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
ご
本
人
か
ら
の
申
請
書
や
、
役

所
か
ら
の
通
知
が
な
く
、
電
話
だ
け
で
連

絡
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
還
付
金
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
も
、
相
手
の
言
う
こ
と

を
信
用
せ
ず
、
役
所
や
年
金
事
務
所
な
ど

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作

を
求
め
る
電
話
は
「
詐
欺
」
と
考
え
、
相

手
が
伝
え
た
電
話
番
号
に
は
連
絡
せ
ず
、

す
ぐ
に
最
寄
り
の
警
察
に
相
談
す
る
か
、

１
１
０
番
通
報
を
し
て
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を
使
う
と

き
は
被
害
届
の
提
出
が
必
要
で
す

　
交
通
事
故
な
ど
、第
三
者
（
自
分
以
外
）

の
行
為
が
原
因
で
負
傷
な
ど
を
し
た
場

合
、
加
害
者
が
被
害
者
の
医
療
費
を
負
担

い
た
だ
く
の
が
原
則
で
す
が
、
国
民
健
康

保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
ご
加
入

の
方
で
、
保
険
証
を
使
う
場
合
に
は
、
法

令
に
基
づ
き
速
や
か
に
保
険
年
金
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

●
第
三
者
行
為
と
は

・
相
手
が
い
る
交
通
事
故

・ 

他
人
の
犬
に
噛
ま
れ
た
、
傷
害
事
件
に

巻
き
込
ま
れ
た　
な
ど

● 

こ
の
よ
う
な
場
合
も
届
け
出
が
必
要

・ 

誰
か
が
運
転
す
る
車
に
同
乗
中
の
自
損

事
故

・ 

ご
自
身
の
過
失
が
大
き
い
事
故(

過
失

の
割
合
に
関
係
無
く
提
出
の
義
務
が
あ

り
ま
す
。)

・ 

相
手
が
不
明
の
事
故

●
保
険
証
が
使
え
な
い
と
き

・ 

業
務
上
の
負
傷
や
病
気
（
労
災
保
険
の

対
象
と
な
り
ま
す
。）

・ 

飲
酒
運
転
や
無
免
許
運
転

・ 

け
ん
か
や
泥
酔
に
よ
る
傷

病
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
保
険
年
金
課　
☎
68
‐
２
２
１
１

　
国
民
健
康
保
険
係
（
内
線
１
７
３
）

　
後
期
医
療
係
（
内
線
１
７
８
） ローラーリンパ整体　☎ 090-2532-1615

利根町中谷 517

腰痛に自信あり！
２カ所以上に通ったが改善されなかった方はお電話ください！

我孫子市サッカー協会トレーナー

初回半額 ￥2,500
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